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改正 標準倉庫寄託約款（乙） 
新      標準倉庫寄託約款（乙） 
  (令和 8年国土交通省告示第三百五十一号) 

旧      標準倉庫寄託約款（乙） 
       （昭和３４年(1959年)１２月１４日 港倉第１８１号） 

(改正 昭和５６年(1981年)３月４日 港倉第１１号) 
解  説 

目次 

第一章 総則（第一条―第八条） 

第二章 寄託の引受け及び受寄物の入庫（第九条―第十四

条） 

第三章 在庫証明書（第十五条） 

第四章 受寄物の保管（第十六条―第二十三条） 

第五章 受寄物の出庫（第二十四条―第二十八条） 

第六章 引取りのない受寄物の処置（第二十九条―第三十

二条） 

第七章 受寄物の損害保険（第三十三条―第三十七条） 

第八章 受寄物の損害賠償（第三十八条―第四十八条） 

第九章 保管料、荷役料、手数料等（第四十九条―第五十

二条） 

特約条項（第一条―第十条） 

 

目次 

第１章  総則（第１条〜第６条） 

第２章 寄託の引受及び受寄物の入庫（第７条〜第１２

条） 

第３章 証書及び通帳（第１３条） 

第４章 受寄物の保管（第１４条〜第２０条） 

第５章 受寄物の出庫（第２１条〜第２４条） 

第６章 引取のない受寄物の処置（第２５条〜第２８

条） 

第７章 受寄物の損害保険（第２９条〜第３３条） 

第８章 受寄物の損害賠償（第３４条〜第４３条） 

第９章 保管料、荷役料、手数料等（第４４条〜第４７

条） 

特約条項（第１条〜第１０条） 

 

 倉庫寄託約款  

第一章 総則 第１章総則  

（本約款の適用） 

第一条 当会社の締結する寄託、寄託の予約及びこれらに

関連する契約については、この約款に定めるところによ

る。 

２ この約款に規定していない事項については、法令及び慣

習による。 

（本約款の適用） 

第１条 当会社の締結する寄託、寄託の予約及びこれらに

関連する契約については、この約款に定めるところによ

る。 

２ この約款に規定していない事項については、法令及び慣

習による。 
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新      標準倉庫寄託約款（乙） 
  (令和 8年国土交通省告示第三百五十一号) 

旧      標準倉庫寄託約款（乙） 
       （昭和３４年(1959年)１２月１４日 港倉第１８１号） 

(改正 昭和５６年(1981年)３月４日 港倉第１１号) 
解  説 

 （営業時間及び休業日） 

第二条 当会社は、営業時間及び休業日を定め、営業所そ

の他の事業所の店頭に掲示し、又は当会社のウェブサイ

トに掲載する。 

２ 前項の営業時間及び休業日を臨時に変更する場合に

は、あらかじめ寄託者に通知するものとする。 

（営業時間及び休業日） 

第２条 当会社の営業時間は、午前  時から午後 時ま

でとする。 

２ 当会社の休業日は、国民の祝日、日曜日及び営業地

慣行の休日とする。 

３ 前二項の営業時間及び休業日は、臨時に変更すること

がある。 

 

 

営業時間、休業日については、会社ごと、事業者ごとに定

められていることから、約款で規定するのは適当でなく、

別途会社ごとに掲示することとした。 

一方、臨時に休業等する場合については寄託者への通

知義務が課されることとなった。 

（庫入、庫出その他の作業） 

第三条 貨物の庫入及び庫出その他の作業は、全て当会社

が行う。ただし、当会社が特に承認したときは、この限り

でない。 

 

（庫入、庫出その他の作業） 

第 3条 貨物の庫入及び庫出その他の作業は、全て当会社が

行う。ただし、当会社が特に承認したときは、この限りでな

い。 

 

 

 （附帯業務等） 

第四条 当会社は、搬出入車両内での手荷役、仕分、全数

検品・開梱検品及びラベル貼りその他の通常倉庫業務

（保管、庫入庫出）に附帯する業務について委託された場

合、当会社が別途定める料金又は実際に要した費用を請

求することができる。 

２ 当会社は、十分な時間的余裕のない入出庫指図及び指

図の取消しが発生した場合には別途費用を請求すること

ができる。 

 

新規 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準貨物自動車運送約款の改正により「運賃」と「料金」

の区分が明確になった。また、2025 年４月に施行された

改正物効法により荷主、物流事業者双方に荷待ち・荷役

時間の短縮が求められることとなり、物流コストの可視化

が課題になっている。これらを踏まえ倉庫業務において

も入出庫業務に付随する業務を付帯業務として区分し、

業務内容を例示し、請求対象とした。 

また、緊急対応や変更・取り消し等により倉庫会社に特

別の負担が生じる場合について、その実費を請求対象と

した。 
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新      標準倉庫寄託約款（乙） 
  (令和 8年国土交通省告示第三百五十一号) 

旧      標準倉庫寄託約款（乙） 
       （昭和３４年(1959年)１２月１４日 港倉第１８１号） 

(改正 昭和５６年(1981年)３月４日 港倉第１１号) 
解  説 

 （書面による意思表示） 

第五条 当会社は、寄託者が当会社に対して通知、指図そ

の他意思表示を行うときは、当該寄託者に対し、書面、フ

ァクシミリ装置又は電磁的方法（電子情報処理組織を使

用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で

あって当会社で定めるものをいう。以下同じ。）によること

を要求することができる。 

 

（書面による意思表示） 

第４条 当会社は、寄託者が当会社に対して通知、指図そ

の他意思表示を行なうときは、書面によることを要求す

ることができる。 

 

 

商慣行の実態を踏まえ、書面による意思表示（５条）、動

産譲渡登記の通知（７条）、寄託申込書（１０条）、貨物の

引渡し（１２条）、見本の摘出（２7 条）、出庫手続（２8 条）

については、書面に加え、ファクシミリ装置又は電磁的方

法による行使を可能とした。 

 

 （通知、催告） 

第六条 寄託者は、その氏名若しくは名称、住所又は電話番

号を変更したときは、遅滞なく当会社に通知しなければな

らない。 

２ 当会社の寄託者に対する通知又は催告は、当該寄託者

を知ることができないとき又はその所在を知ることができ

ないときは、民法（明治二十九年法律第八十九号）第九

十八条に定める方法により行うことができる。 

 

（通知、催告） 

第５条 寄託者は、その住所又は氏名若しくは名称を変更

したときは、遅滞なく当会社に通知しなければならな

い。 

２ 当会社の寄託者に対する通知又は催告は、当該寄託者を

知ることができないとき又はその所在を知ることがで

きないときは、民法第９７条の２に定める方法により行

なうことができる。 

 

 

 

 

 

平成１６年も民法改正により下記に変更。民法９７条の２

→民法９８条 

 

 

 （動産譲渡登記の通知） 

第七条 寄託者は、寄託物を目的とした動産譲渡登記がな

された場合は、その旨を当会社に通知し、登記上の譲受

人からの引渡請求に係る当会社からの催告の送付先、責

任者の職責及び氏名を書面、ファクシミリ装置又は電磁

的方法により提出しなければならない。 

２ 前項に定める送付先に、配達証明付内容証明郵便により

送付した催告書は、その催告書が通常到達すべきであっ

た時に、当該寄託者に到達したものとみなす。 

新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「動産及び権利の譲渡の対抗要件に関する民法の特例

に関する法律」（平成 17 年 10 月）により占有代理人の

免責条項は３条２項で認められたものの、譲渡登記にお

ける譲受人が占有代理人である当会社に動産の引渡し

請求をした場合、譲受人および寄託物の特定と譲渡意思

の確認を容易にする必要が出てきたため寄託者の通知

義務を追加した。 
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新      標準倉庫寄託約款（乙） 
  (令和 8年国土交通省告示第三百五十一号) 

旧      標準倉庫寄託約款（乙） 
       （昭和３４年(1959年)１２月１４日 港倉第１８１号） 

(改正 昭和５６年(1981年)３月４日 港倉第１１号) 
解  説 

 （業務上受領する金銭の利息） 

第八条 当会社は、業務上受け取った金銭に対しては、利息

を付けない。 

 

（業務上受領する金銭の利息） 

第６条 当会社は、業務上受け取った金銭に対しては、利

息を付けない。 

 

   第二章 寄託の引受け及び受寄物の入庫 第２章 寄託の引受及び受寄物の入庫  

 （寄託引受けの制限） 

第九条 当会社は、次の場合には、寄託の引受けをしないこ

とができる。 

一 当該寄託の申込みがこの約款によらないとき。 

二 当該貨物が危険貨物、変質又は損傷しやすい貨物、荷

造りの不完全な貨物その他の保管に適しない貨物と認め

られるとき。 

三 当該貨物の保管に適する設備（自動化機器及び情報シ

ステムに関わるものを含む。）がないとき。 

四 当該貨物の保管に関し特別の負担を求められたとき。 

五 当該貨物の保管が法令の規定又は公序良俗に違反する

とき。 

六 寄託者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成三年法律第七十七号）第二条第二号に定め

る暴力団若しくはこれに準ずる組織又はその構成員若し

くはその関係者と判断できる場合。 

七 当該貨物の保管のための施設又は装置の機能に支障が

あるとき。 

八 その他やむを得ない事由があるとき。 

 

（寄託引受の制限） 

第７条 当会社は、次の場合には、寄託の引受をしない

ことができる。 

(1)当該寄託の申込がこの約款によらないとき。 

(2)当該貨物が危険貨物、変質又は損傷しやすい貨物、荷

造の不完全な貨物その他保管に適しない貨物と認めら

れるとき。 

(3)当該貨物の保管に適する設備がないとき。 

 

(4)当該貨物の保管に関し特別の負担を求められたとき。 

(5)当該貨物の保管が法令の規定又は公序良俗に違反する

とき。 

新設 

 

 

 

新設 

 

(6) その他やむを得ない事由があるとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)反社条項の追加。 

 

 

(7)情報システムや自動化機器のトラブルに対応した項

目として追加。 
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新      標準倉庫寄託約款（乙） 
  (令和 8年国土交通省告示第三百五十一号) 

旧      標準倉庫寄託約款（乙） 
       （昭和３４年(1959年)１２月１４日 港倉第１８１号） 

(改正 昭和５６年(1981年)３月４日 港倉第１１号) 
解  説 

 （寄託申込書） 

第十条 寄託者は、貨物の寄託に際し、この寄託約款を承諾

のうえ、当該貨物に関して次に掲げる事項を記載した書

面（以下「寄託申込書」という。）を提出しなければならな

い。 

一 貨物の種類、品名、個数、数量、単位及び荷造りの種類

並びに記号・規格 

二 危険物（少量危険物を含む。）であるときは、その旨 

三 寄託者の氏名又は名称、住所及び電話番号 

四 保管場所及び保管期間を定めたときは、その旨 

五 貨物の寄託申込み当時の価額 

六 貨物の保管又は荷役上特別の注意を要するときは、そ

の旨 

七 その他必要な事項 

２ 前項の寄託者は、寄託申込書の提出に代えて、寄託申込

書に記載すべき事項をファクシミリ装置又は電磁的方法

により提供することができる。この場合において、当該寄

託者は、寄託申込書を提出したものとみなす。 

３ 当会社が寄託申込み前に貨物の送致を受けた場合にお

いて、当該貨物の寄託を引き受けたときは、寄託者は、当

会社が送致を受けた日の日付により寄託申込書を提出

しなければならない。この場合においては、寄託契約は、

送致の日から効力を生じたものとみなす。 

４ 当会社は、寄託者が寄託申込書を提出しないため、寄託

申込書に記載すべき事項を記載しないため又は寄託申

込書に記載した事項が事実と相違するため生じた損害に

ついては、責任を負わない。 

（寄託申込書） 

第８条 寄託者は、貨物の寄託に際し、当該貨物に関して

次の事項を記載した寄託申込書を提出しなければなら

ない。 

 

(1)貨物の種類、品質、数量及び荷造の種類、個数並びに記

号 

新設 

(2)寄託者の住所及び氏名又は名称 

(3)保管場所及び保管期間を定めたときは、その旨 

(4)貨物の寄託申込当時の価額 

(5)貨物の保管又は荷役上特別の注意を要するときは、そ

の旨 

(6)その他必要な事項 

新設 

 

 

 

２ 当会社が寄託申込前に貨物の送致を受けた場合におい

て、当該貨物の寄託を引き受けたときは、寄託者は、当

会社が送致を受けた日の日付により寄託申込書を提出

しなければならない。この場合においては、寄託契約は、

送致の日から効力を生じたものとみなす。 

3 当会社は、寄託者が寄託申込書を提出しないため、寄託

申込書に記載すべき事項を記載しないため又は寄託申

込書に記載した事項が事実と相違するため生じた損害

については、責任を負わない。 

 

寄託者が、寄託約款を認識していないことからトラブルに

なる事例があることから、寄託約款の承諾を前提として

寄託申込を行うことを念押しした。 

また貨物の「品質」については、「品質の保証」をするがご

とき誤解を生じやすい。また、品質の検査には高度な専

門知識が必要な場合もあるので、倉庫会社が品質を保

証することは事実上不可能である。以上のことから、「品

質」を記載事項から除外した。 

「品名」については商品を表す一般的な呼称として必要

であることから追加した。 

「記号」と類似して表記されることのある「規格」について

「記号・規格」として追加した。 

また、２０１９年の商法改正により荷送り人に「危険物」の

通知義務が規定された。 

加えて、平成３０年の倉庫業法執行規則等の改正によ

り、少量危険物の一類倉庫での保管が可能になった。こ

れらを踏まえ、寄託の申込に際しても、第二号で危険物

の通知義務を規定した。 
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新      標準倉庫寄託約款（乙） 
  (令和 8年国土交通省告示第三百五十一号) 

旧      標準倉庫寄託約款（乙） 
       （昭和３４年(1959年)１２月１４日 港倉第１８１号） 

(改正 昭和５６年(1981年)３月４日 港倉第１１号) 
解  説 

 （寄託価額） 

第十一条 受寄物の価額が明示されないとき又は寄託の申

込みに際して明示された受寄物の価額を当会社が不相

当と認めるときは、当会社は、貨物の引渡しを受けた後遅

滞なく相当と認められる額をその価額と定め、寄託者に

対してその旨を通知する。 

 

（寄託価額） 

第９条 受寄物の価額が明示されないとき又は寄託の申込

に際して明示された受寄物の価額を当会社が不相当と

認めるときは、当会社は、貨物の引渡を受けた後遅滞な

く相当と認められる額をその価額と定め、寄託者に対し

てその旨を通知する。 

 

 （寄託契約の成立と貨物の引渡し） 

第十二条 当会社が寄託の申込みを承諾したときは、寄託

申込者は、約定の日時に約定の場所で貨物を引き渡さな

ければならない。 

２ 前項の場合において、当会社は寄託申込書に記載の貨

物の引渡しを受けることにより、寄託契約の成立とする。 

３ 当会社は、貨物の引渡しを受けたときは、寄託者の請求

により、貨物受取書又は入庫通知書を交付する。 

４ 前項の場合において、当会社は、貨物受取書又は入庫通

知書の交付に代えて、貨物受取書又は入庫通知書に記

載すべき事項をファクシミリ装置又は電磁的方法により

提供することができる。この場合において、当会社は、貨

物受取書又は入庫通知書を交付したものとみなす。 

 

（貨物の引渡） 

第１０条 当会社が寄託の申込を承諾したときは、寄託申

込者は、約定の日時に約定の場所で貨物を引き渡さなけ

ればならない。 

新設 

 

２ 当会社は、貨物の引渡を受けたときは、寄託者の請求に

より、貨物受取書又は入庫通知書を交付する。 

新設 

令和２年４月の民法改正により寄託契約は諾成契約とな

ったが、業界の慣習として要物契約が大宗を占めること

などから、国交省は本約款を要物契約として整理した

（令和２年３月２５日付国官参物第２９１号）。これを踏ま

え、今回の改正では、改めて倉庫業界の慣習を重視し、

本約款が要物契約に基づくことを明確にした。 

一方、従来から諾成契約の取引形態として慣習化してい

た「坪建保管」を別途２１条で「面積建保管」として新設

し、特約できる旨を規定した。 

 

 （寄託承諾の取消し及び寄託契約の解除） 

第十三条 当会社が寄託の申込みを承諾し、又は寄託の申

込みを承諾した貨物の引渡しを受けた後でも、次の事由

があるときは、承諾を取り消し、又は契約を解除すること

ができる。 

（寄託引渡の取消及び寄託契約の解除） 

第１１条 当会社が寄託の申込を承諾し又は寄託の申込を

承諾した貨物の引渡を受けた後でも、次の事由があると

きは、承諾を取り消し又は契約を解除することができ

る。 
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新      標準倉庫寄託約款（乙） 
  (令和 8年国土交通省告示第三百五十一号) 

旧      標準倉庫寄託約款（乙） 
       （昭和３４年(1959年)１２月１４日 港倉第１８１号） 

(改正 昭和５６年(1981年)３月４日 港倉第１１号) 
解  説 

一 第九条各号のいずれかに該当することが明らかになった

とき。 

二 前条第一項による貨物の引渡しがなされなかったとき。 

三 当該貨物の価額がその保管料その他の費用に満たなく

なったとき。 

四 寄託者が正当な事由がなく受寄物の検査を拒絶したと

き。 

２ 寄託者が当会社に貨物を引き渡した後、当会社が前項に

より契約を解除したときは、寄託者は、遅滞なく保管料、

荷役料、立替金その他の費用を支払い、当会社が指定す

る期間内に貨物を引き取らなければならない。 

３ 当会社は、第一項により承諾の取消し又は契約の解除を

したことによる損害については、責任を負わない。 

４ 当会社は、第二項の期間の経過した後は、貨物について

生じた損害について責任を負わない。 

 

(1)第７条各号の一に該当することが明らかになったと

き。 

(2)前条第１項による貨物の引渡がなされなかったとき。 

(3)当該貨物の価額がその保管料その他の費用に満たなく

なったとき。 

(4)寄託者が正当な事由がなく受寄物の検査を拒絶したと

き。 

2 寄託者が当会社に貨物を引き渡した後、当会社が前項に

より契約を解除したときは、寄託者は、遅滞なく保管料、

荷役料、立替金その他の費用を支払い、当会社が指定す

る期間内に貨物を引き取らなければならない。 

3 当会社は、第１項により承諾の取消又は契約の解除をし

たことによる損害については、責任を負わない。 

4 当会社は、第２項の期間の経過した後は、貨物について

生じた損害について責任を負わない。 

 （受寄物の検査） 

第十四条 当会社は、入庫に当たり積付け外観のみ検査し、

受寄物の内容について検査を行わない。ただし、当会社

が受寄物の内容の検査を必要とする場合、寄託者の承

諾を得て、かつ、寄託者の費用において受寄物の全部又

は一部についてその内容を検査することができる。 

２ 前項ただし書の場合において、寄託者の承諾を求めるい

とまのないときは、その限りでない。 

 

（受寄物の検査） 

第１２条 当会社は、入庫に当り又は受寄の後に、寄託者

の承諾を得て、寄託者の費用において受寄物の全部又は

一部についてその内容を検査することができる。ただ

し、承諾を求めるいとまのないときは、この限りでない。 

 

新設 

 

倉庫会社は貨物の管理上、または寄託価格の確認等の

ため外観から明らかでない内容について、検査を必要と

する場合があるが、慣習上は受寄物の内容については

検査を行っていない。 

この取引慣行（内容不検査）を明確に規定することで、倉

庫会社が受寄物の外観から明らかでない内容をも把握

し、善管注意義務により、その内容の変化を確認する必

要があるとする寄託者の主張に対抗することとした。 
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新      標準倉庫寄託約款（乙） 
  (令和 8年国土交通省告示第三百五十一号) 

旧      標準倉庫寄託約款（乙） 
       （昭和３４年(1959年)１２月１４日 港倉第１８１号） 

(改正 昭和５６年(1981年)３月４日 港倉第１１号) 
解  説 

   第三章 在庫証明書 第３章 証書及び通帳  

（在庫証明書の交付） 

第十五条 当会社は、受寄物に対して、寄託者の請求があっ

たときは、寄託者の費用において、証明基準日が記載され

た在庫を証する書面（以下「在庫証明書」という。）を交付

することがある。 

２ 在庫証明書は、譲渡し、又は担保に供することができな

い。 

３ 前二項の在庫証明書は、証明基準日翌日以降の在庫を

証しない。 

 

（証書又は通帳の交付） 

第１３条当会社は、受寄物に対して、寄託者の請求があっ

たときは、貨物保管証書（以下「証書」という。）又は

保管貨物通帳（以下「通帳」という。）を交付すること

がある。 

２ 前項の証書及び通帳は、譲渡したり又は担保に供するこ

とができない。 

新設 

 

「貨物保管証書」「保管貨物通帳」は現行ほとんど使用さ

れていない。「在庫証明書」は「貨物保管証書」に代わる

ものとして広く運用されている。一方、「在庫証明書」は

倉荷証券と同等の効力を持つと誤解されることがあるこ

とから、その利用範囲を限定する必要がある。 

以上のことから「在庫証明書」を本約款で規定することと

した。 

 

   第四章 受寄物の保管 第４章受寄物の保管  

 （保管方法） 

第十六条 当会社は、受寄物を入庫当時の荷姿のまま当会

社が定めた方法により保管する。 

２ 当会社は、寄託者の承諾を得ずに、受寄物の入庫当時の

保管箇所又は保管設備の変更、受寄物の積換、他の貨

物との混置その他の保管方法の変更をすることができ

る。ただし、特約がある場合は、この限りでない。 

 

（保管方法） 

第１４条 当会社は、受寄物を入庫当時の荷姿のまま当会

社が定めた方法により保管する。 

２ 当会社は、寄託者の承諾を得ずに、受寄物の入庫当時の

保管箇所又は保管設備の変更、受寄物の積換、他の貨物

との混置その他保管方法の変更をすることができる。た

だし、特約がある場合は、この限りでない。 

 

 （面積建保管）  

第十七条 当会社は、寄託者と別段の特約をしたときは、当

該寄託者のために、庫内の全部又は一部の面積を対象と

する面積建保管をすることができる。 

２ 寄託者が寄託申込書等に寄託物の数量及び個数を記載

しない場合であって、当会社が受寄物の庫入庫出に際

新設 倉庫会社が従来から行ってきた「坪建保管」は、床面積

に応じて保管料を算出する取引であり、寄託者と予め取

扱いにかかる面積を取り決めておくのが一般的である。 

これは第１２条で明確化した要物契約とは異なる取引形

態（諾成契約）を前提とするものとなることから、別途本

条で冷蔵倉庫約款の「容積建保管」に準じ、「面積建保
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新      標準倉庫寄託約款（乙） 
  (令和 8年国土交通省告示第三百五十一号) 

旧      標準倉庫寄託約款（乙） 
       （昭和３４年(1959年)１２月１４日 港倉第１８１号） 

(改正 昭和５６年(1981年)３月４日 港倉第１１号) 
解  説 

し、受寄物の数量又は個数を確認しないときは、これらの

不足により生じた損害については、第十条第四項の規定

を準用する。 

 

管」として特約できる旨を規定した。 

 （再寄託） 

第十八条 当会社は、やむを得ない事由があるときは、寄託

者の承諾を得ないで、当会社の費用で他の倉庫業者に

受寄物を再寄託することができる。 

 

（再寄託） 

第１５条 当会社は、やむを得ない事由があるときは、寄

託者の承諾を得ないで、当会社の費用で他の倉庫業者に

受寄物を再寄託することができる。 

 

 

 

 

 （混合保管） 

第十九条 当会社は、一つの倉庫又は同一の保管場所若し

くは保管地における多数の倉庫において、種類、品名及

び記号・規格又はこれらに相当する事項が同一の受寄物

を混合保管することができる。 

２ 当会社は、一人の寄託者に対し、他の寄託者の同意なく

して、混合保管した受寄物の中から当該寄託者の寄託に

係るものと同一数量のものを返還することができる。 

３ 前項の規定は、寄託者の一人が自己の寄託に係る数量

の受寄物を特定保管に転換するときに準用する。 

 

（混合保管） 

第１６条 当会社は、関係寄託者の承諾を得て、一つの倉

庫又は同一の保管場所若しくは保管地における多数の

倉庫において、種類及び品質の同一な受寄物を混合保管

することができる。 

2 当会社は、一人の寄託者に対し、他の寄託者の同意なく

して、混合保管した受寄物の中から当該寄託者の寄託に

係るものと同一数量のものを返還することができる。 

3 前項の規定は、寄託者の一人が自己の寄託に係る数量の

受寄物を特定保管に転換するときに準用する。 

 

混合保管の典型例となるサイロビンにおける穀物の管理

は本船、産地、品目別の分別管理となり、寄託者別に管

理するものではなく、慣行として関係寄託者の承諾なし

で行われてきたことから、民法上の要件を排除し、寄託

者の承諾を不要とした。 

また、第 10 条(1)の改正に準じ、品質に相当する表記に

ついては、品名及び記号・規格又はこれらに相当する事

項に含むとした。 

 

 （保管期間） 

第二十条 受寄物の保管期間は、三月とし、受寄物を入庫し

た日から起算する。 

２ 前項の保管期間は、当会社の承認を得て更新することが

（保管期間） 

第１７条 受寄物の保管期間は、３カ月とし、受寄物を入

庫した日から起算する。 

2 前項の保管期間は、当会社の承認を得て更新することが

 

 

 

保管期間更新時の「保管期間満了の日までの保
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新      標準倉庫寄託約款（乙） 
  (令和 8年国土交通省告示第三百五十一号) 

旧      標準倉庫寄託約款（乙） 
       （昭和３４年(1959年)１２月１４日 港倉第１８１号） 

(改正 昭和５６年(1981年)３月４日 港倉第１１号) 
解  説 

できる。 

 

 

３ 第一項の保管期間は、特約により、別に定めることができ

る。 

 

できる。この場合において、寄託者は、保管期間満了の

日までの保管料、荷役料、その他の費用、立替金及び延

滞金を支払わなければならない。 

3 第１項の保管期間は、特約により、別に定めることがで

きる。 

 

管料、荷役料、その他の費用、立替金及び延滞

金」の支払い義務については、第５３条の「料金

の支払い」第一項において整理された。 

（寄託価額の変更） 

第二十一条 寄託者は、寄託物の価格に著しい変動があっ

たときは、当会社に対し、遅滞なく寄託価額の変更を申し

出なければならない。 

２ 当会社は、受寄物の寄託価額が不相当と認められるに至

ったときは、寄託者と協議のうえ、相当と認められる価額

に変更することができる。 

 

（寄託価額の変更） 

第１８条 寄託者は、寄託物の価格に著しい変動があった

ときは、遅滞なく寄託価額の変更を申し出なければなら

ない。この場合、証書又は通帳の発行された寄託物につ

いては、同時にこれを提出するものとする。 

２ 当会社は、受寄物の寄託価額が不相当と認められるに

至ったときは、寄託者と協議のうえ、相当と認められる

価額に変更することができる。 

 

 

 

 

「貨物保管証書」「保管貨物通帳」については、現在はほ

とんど使用されていないことから削除した。 

 （保管不適貨物の処置） 

第二十二条 当会社は、受寄物が次の事由に該当するとき

は、寄託者に対して、相当の期間を定めて適宜の処置を

するように催告することができる。この場合において、寄

託者は遅滞なく処置をしなければならない。 

一 受寄物が保管に適しなくなったと認められるとき。 

二 受寄物が倉庫又は他の受寄物に損害を与えるおそれが

あるとき。 

三 その他やむを得ない事由により受寄物の保管を継続す

ることができなくなったとき。 

２ 寄託者が当会社の定めた期間内に前項の催告に応じな

（保管不適貨物の処置） 

第１９条 当会社は、受寄物が次の事由に該当するとき

は、寄託者に対して、相当の期間を定めて適宜の処置を

するように催告することができる。この場合、寄託者は、

遅滞なく処置をしなければならない。 

(1)受寄物が保管に適しなくなったと認められるとき。 

(2)受寄物が倉庫又は他の受寄物に損害を与えるおそれが

あるとき。 

(3)その他やむを得ない事由により受寄物の保管を継続す

ることができなくなったとき。 

2 寄託者が当会社の定めた期間内に前項の催告に応じな
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新      標準倉庫寄託約款（乙） 
  (令和 8年国土交通省告示第三百五十一号) 

旧      標準倉庫寄託約款（乙） 
       （昭和３４年(1959年)１２月１４日 港倉第１８１号） 

(改正 昭和５６年(1981年)３月４日 港倉第１１号) 
解  説 

いとき又は当会社が催告をするいとまがないときは、当

会社は、受寄物の廃棄その他の適宜の処置をすることが

できる。 

３ 前二項の処置によって生じた損害及びそれに要した費用

は、当会社の責に帰すべき事由に基づく場合でない限

り、寄託者の負担とする。 

 

いとき又は催告をするいとまがないときは、当会社は、

受寄物の廃棄その他の適宜の処置をとることができる。 

3 前二項の処置によって生じた損害及びそれに要した費

用は、当会社の責に帰すべき事由に基づく場合でない限

り、寄託者の負担とする。 

 （見本の摘出、寄託物の点検、保存） 

第二十三条 寄託者が、寄託物の見本の摘出、寄託物の点

検又は保存に必要な処置をしようとするときは、入庫情

報、在庫情報その他の当会社が指定した事項を書面で

当会社に提出しなければならない。 

２ 前項の寄託者は、同項の書面の提出に代えて、当該書面

に記載すべき事項をファクシミリ装置又は電磁的方法に

より提供することができる。この場合において、当該寄託

者は、当該書面を提出したものとみなす。  

３ 見本の摘出、寄託物の点検又は保存に必要な処置により

荷造りを毀損し、又は価格に影響を及ぼすものと認める

ときは、当会社は、その旨を必要な書面に記載するか、当

該書面に記載すべき事項をファクシミリ装置又は電磁的

方法により提供する。  

４ 見本の摘出、寄託物の点検又は保存に必要な処置であ

っても、やむを得ない場合には、これを拒絶することがで

きる。 

（見本の摘出、寄託物の点検、保存） 

第２０条 寄託者が見本の摘出、寄託物の点検又は保存に

必要な処置をしようとするときは、寄託を証する書類を

当会社に提出しなければならない。 

 

新設 

 

 

 

2 見本の摘出、寄託物の点検又は保存に必要な処置により

荷造をき損し又は価格に影響を及ぼすものと認めると

きは、当会社は、必要な書類にその旨を記載する。 

 

 

3 見本の摘出、寄託物の点検又は保存に必要な処置であっ

ても、やむを得ない場合には、これを拒絶することがで

きる。 

 

 

  

現行約款第１項で「寄託者又は証券所持人」としていたも

のを改正約款では第１項「証券所持人」第２項「寄託者」

に分けて整理された。 

また、「寄託を証する書類」がどういう書面であるかが明

確でないことから、「入庫情報、在庫情報その他の当会

社が指定した事項を記入した書面」とした。 
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新      標準倉庫寄託約款（乙） 
  (令和 8年国土交通省告示第三百五十一号) 

旧      標準倉庫寄託約款（乙） 
       （昭和３４年(1959年)１２月１４日 港倉第１８１号） 

(改正 昭和５６年(1981年)３月４日 港倉第１１号) 
解  説 

第五章 受寄物の出庫 第五章 受寄物の出庫  

 （出庫手続） 

第二十四条 寄託物を出庫しようとする者は、当会社が指定

した事項を記入した書面を当会社に提出しなければならな

い。 

２ 前項の場合において、寄託物を出庫しようとする者は、当

会社が指定した事項を記入した書面の提出に代えて、当該

書面に記載すべき事項をファクシミリ装置又は電磁的方法

により提供することができる。この場合において、当該者は、

当該書面を提出したものとみなす。 

３ 当会社は、寄託者が寄託物を第三者に対して債権の担

保に供したときは、出庫の請求に関し、その第三者と第一項

の規定と異なる特約をすることができる。 

 

（出庫手続） 

第２１条 証書により寄託物を出庫しようとする者は、証

書に指定された事項を記入して、記名押印のうえ、当会

社に提出しなければならない。 

２ 証書の発行されていない寄託物を出庫しようとする

者は、貨物受取証を当会社に提出しなければならない。

この場合において、通帳の発行されているときは、あわ

せて通帳も提出するものとする。 

３当会社は、寄託者が寄託物を第三者に対して債権の担保

に供したときは、出庫の請求に関し、その第三者と前二

項の規定と異なる特約をすることができる。 

 

 

第１項を発券貨物に限定した。 

現行約款では、寄託者が発行する出庫指図書の持参人

を定型的には定めておらず、寄託契約の際に届け出られ

た印鑑が押印された出庫請求書面を持参する者が「貨

物受取証」を倉庫会社に提出することで倉庫会社は出庫

に応じるという運用が一般的であったことから第２項の

規定が設けられたが、現在は、このような手続き例は少

ない。 

出庫手続きが各社各様である現状に変わりがないことか

ら、 

改正約款においても、これを定型的には定めず、倉庫側

が指定した書面等に寄託者が出庫する貨物の内容等を

記載（電磁的取引においては入力）して請求することとし

た。 

 

 （出庫の拒絶） 

第二十五条 当会社は、保管料、荷役料、立替金その他の

費用及びこれらに対する延滞金の支払いを受けない間

は、出庫の請求に応じないことができる。この場合におい

て、出庫の請求に応じないことによる損害については、当

会社は、その責任を負わない。 

２ 前項の場合において、受寄物の留置期間中の保管料、荷

役料、立替金その他の費用及びこれらに対する延滞金

は、寄託者の負担とする。 

（出庫の拒絶） 

第２２条 当会社は、保管料、荷役料、その他の費用、立

替金及び延滞金の支払を受けない間は、出庫の請求に応

じないことができる。この場合、出庫の請求に応じない

ことによる損害については、当会社は、その責任を負わ

ない。 

２ 前項の場合において、留置期間中の保管料、荷役料、

その他の費用、立替金及び延滞金は、寄託者の負担とす

る。 
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新      標準倉庫寄託約款（乙） 
  (令和 8年国土交通省告示第三百五十一号) 

旧      標準倉庫寄託約款（乙） 
       （昭和３４年(1959年)１２月１４日 港倉第１８１号） 

(改正 昭和５６年(1981年)３月４日 港倉第１１号) 
解  説 

 （出庫の一時拒絶） 

第二十六条 当会社は、停電その他のやむを得ない事情に

より、施設又は装置の機能に支障があるときは、出庫を

一時拒絶することができる。 

 

新設  

倉庫施設・設備の機械化・自動化などの進展によりシス

テムの不具合等に伴う出庫作業の中断停止リスクが高ま

ったことから出庫の拒絶要件として追加した。 

 （一部の出庫の拒絶） 

第二十七条 当会社が必要と認めたときは、受寄物の一部

の出庫を拒絶することができる。 

 

（一部の出庫の拒絶） 

第２３条 当会社が必要と認めたときは、受寄物の一部の

出庫を拒絶することができる。 

 

 （出庫手続済寄託物の引取りと出庫書類の流通禁止） 

第二十八条 寄託物につき出庫の手続をした寄託者は、遅

滞なくその貨物を引き取らなければならない。 

２ 当会社の出庫指図書、出庫伝票、出庫依頼書その他の

出庫に関する書類は、譲渡し、又は担保に供することがで

きない。 

 

（出庫手続済寄託物の引取と出庫書類の流通禁止） 

第２４条 寄託物につき出庫の手続をした寄託者は、遅滞

なくその貨物を引き取らなければならない。 

２当会社の出庫指図書、出庫伝票、出庫依頼書その他の出

庫に関する書類は、譲渡したり又は担保に供することが

できない。 

 

   第六章 引取りのない受寄物の処置 第六章 引取りのない受寄物の処置  

 （引取りの請求） 

第二十九条 当会社は、保管期間満了の後に、寄託者に対

し、受寄物の引取りを請求することができる。 

２ 前項の請求は、一定の日までに引取りがなされないとき

は引取りを拒絶したものとみなす旨を付記してすることが

できる。 

 

（引取の請求） 

第２５条 当会社は、保管期間満了の後に、寄託者に対し、

受寄物の引取を請求することができる。 

２ 前項の請求は、一定の日までに引取がなされないとき

は引取を拒絶したものとみなす旨を付記してすること

ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （供託） 

第三十条 寄託者が寄託物を受け取ることを拒み、若しくは

（供託） 

第２６条 寄託者が寄託物を受け取ることを拒み若しく
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新      標準倉庫寄託約款（乙） 
  (令和 8年国土交通省告示第三百五十一号) 

旧      標準倉庫寄託約款（乙） 
       （昭和３４年(1959年)１２月１４日 港倉第１８１号） 

(改正 昭和５６年(1981年)３月４日 港倉第１１号) 
解  説 

受け取ることができないとき又は当会社の過失なくして

寄託者を確知することができないときは、当会社は、その

受寄物を供託することができる。 

２ 前項の規定により受寄物を供託したときは、遅滞なくその

旨を寄託者に通知する。ただし、寄託者を確知することが

できないときは、この限りでない。 

 

は受け取ることができないとき又は当会社の過失なく

して寄託者を確知することができないときは、当会社

は、その受寄物を供託することができる。 

２ 前項の規定により受寄物を供託したときは、遅滞なく

その旨を寄託者に通知する。ただし、寄託者を確知でき

ないときは、この限りでない。 

 （競売） 

第三十一条 当会社は、前条第一項に規定する場合におい

て、寄託者に対して期限を定めて受寄物の引取りの催告

をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされない

ときは、その受寄物を民事執行法（昭和五十四年法律第

四号）に定める手続により競売することができる。 

２ 前項の規定により受寄物を競売したときは、 遅滞なくそ

の旨を寄託者に通知する。ただし、寄託者を確知すること

ができないときは、この限りでない。 

 

（競売） 

第２７条 当会社は、前条第１項の場合において、寄託者

に対して期限を定めて受寄物の引取の催告をしたにも

かかわらず、その期限内に引取がなされないときは、そ

の受寄物を民事執行法に定める手続により競売するこ

とができる。 

２ 前項の規定により受寄物を競売したときは、遅滞なくそ

の旨を寄託者に通知する。ただし、寄託者を確知できな

いときは、この限りではない。 

 

「前条第１項の場合において」を改正約款では

「前条第 1 項に規定する場合において」とし、供

託を行わなくても供託と同じ要件に該当すれば

競売の前提要件になることを明確にした。 

 

 

 

 

 

 （任意売却） 

第三十二条 当会社は、第三十条第一項に規定する場合に

おいて、寄託者に対して期限を定めて受寄物の引取りの

催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなさ

れないとき、かつ、次の事由が発生したときは、競売に代

えて寄託者の危険及び費用で任意に受寄物を売却又は

処分することができる。この場合には、当会社は、知れた

る寄託者に対して、あらかじめその旨及び売却の期日を

予告する。 

（任意売却） 

第２８条 当会社は、第２６条第１項の場合において、寄

託者に対して期限を定めて受寄物の引取の催告をした

にもかかわらず、その期限内に引取がなされず、かつ、

次の事由が発生したときは、競売に代えて寄託者の危険

及び費用で任意に受寄物を売却することができる。この

場合には、当会社は、知れたる寄託者に対して、あらか

じめその旨及び売却の期日を予告する。 

(1)受寄物の価格が保管料その他の費用及び競売費用を加

 

競売と同様に「第２９条第 1 項の場合において」

を改正約款では「第３４条第 1項に規定する場合

において」とし、供託が実行されなくても供託と

同じ要件に該当すれば任意売却の前提要件に

なることを明確にした。 
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新      標準倉庫寄託約款（乙） 
  (令和 8年国土交通省告示第三百五十一号) 

旧      標準倉庫寄託約款（乙） 
       （昭和３４年(1959年)１２月１４日 港倉第１８１号） 

(改正 昭和５６年(1981年)３月４日 港倉第１１号) 
解  説 

一 受寄物の価格が保管料その他の費用及び競売費用を

加えた額に満たないとき。 

二 受寄物が損敗するおそれがあるとき。 

２ 当会社は、過失なくして寄託者を確知することができな

いときは、前項と同様にこれを任意に売却又は処分する

ことができる。 

３ 当会社は、前二項により任意売却した受寄物の代価から

保管料、荷役料、立替金その他の費用及びこれらに対す

る延滞金並びに任意売却のために要した費用を控除した

後、その残額を寄託者に支払う。 

 

えた額に満たないとき。 

(2)受寄物が損敗するおそれがあるとき。 

 

新設 

 

 

２当会社は、前項により任意売却した受寄物の代価から保

管料、荷役料、その他の費用、立替金、延滞金及び任意

売却のために要した費用を控除した後、その残額を寄託

者に支払う。 

 

 

 

債権者不確知の場合に「催告」を要した場合には

「公示による意思表示（民法９８条）」により対抗

する他ないが、公示期間の受寄物の劣化等を考

慮し、第２項を設けてこれを省略することとした。 

第七章 受寄物の損害保険 第七章 受寄物の損害保険  

 （火災保険の付保） 

第三十三条 当会社は、反対の意思表示がない限り、寄託

者のために、受寄物を当会社が適当とする保険者の火災

保険に付する。ただし、他の倉庫業者に再寄託した受寄

物については、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当

とする保険者の火災保険に付するものとする。 

２ 受寄物の火災保険に関する事項は、全て当会社（再寄託

をした受寄物については、その再寄託を受けた倉庫業者

をいう。以下第三十五条まで同じ。）と保険者との特約に

よる。 

３ 当会社は、寄託者に告知しないで、保険者を変更するこ

とができる。 

 

 

（火災保険の付保） 

第２９条 当会社は、反対の意思表示がない限り、寄託者

のために受寄物を当会社が適当とする保険者の火災保

険に付ける。ただし、他の倉庫業者に再寄託した受寄物

については、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当と

する保険者の火災保険に付けるものとする。 

2 受寄物の火災保険に関する事項は、すべて当会社（再寄

託をした受寄物については、その再寄託を受けた倉庫業

者をいう。以下第３１条まで同じ。）と保険者との特約

による。 

3 当会社は、寄託者に告知しないで、保険者を変更するこ

とができる。 
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新      標準倉庫寄託約款（乙） 
  (令和 8年国土交通省告示第三百五十一号) 

旧      標準倉庫寄託約款（乙） 
       （昭和３４年(1959年)１２月１４日 港倉第１８１号） 

(改正 昭和５６年(1981年)３月４日 港倉第１１号) 
解  説 

 （火災保険金額及び一部出庫による減額） 

第三十四条 当会社が前条第一項の規定により受寄物につ

いて締結する火災保険契約の保険金額は、受寄物の寄

託価額とする。 

２ 火災保険に付した受寄物の一部を出庫したときは、その

割合に応じて保険金額を減額する。 

 

（火災保険金額及び一部出庫による減額） 

第３０条 当会社が前条第１項により受寄物について締

結する火災保険契約の保険金額は、受寄物の寄託価額と

する。 

２火災保険に付けた受寄物の一部を出庫したときは、その

割合に応じて保険金額を減額する。 

 

 （損害てん補額の決定） 

第三十五条 寄託者は、寄託物が罹災した場合に、罹災当

時の価格及び損害の程度並びに損害てん補額を保険者

と決定するに際しては、それぞれの金額について当会社

の承認を得なければならない。 

２ 前項の決定をするにあたって、寄託者に異議があって保

険者と協議が整わないときは、当会社は、保険者と協議

決定することができる。 

 

（損害てん補額の決定） 

第３１条 寄託者は、寄託物がり災した場合に、り災当時

の価格及び損害の程度並びに損害てん補額を保険者と

決定するに際しては、それぞれの金額について当会社の

承認を得なければならない。 

２ 前項の決定をするにあたって、寄託者に異議があって保険

者と協議が整わないときは、当会社は、保険者と協議決定

することができる。 

 

 

 （火災保険金の支払手続） 

第三十六条 寄託者は、当会社を経由して火災保険金の

支払いを受けなければならない。 

 

（火災保険金の支払手続） 

第３２条 寄託者は、当会社を経由して火災保険金の支払

を受けなければならない。 

 

 （告知義務違反等による損害の負担） 

第三十七条 寄託者が火災保険契約の効力に関して影響を

及ぼすような事項を告知せず、又は不実の告知をしたこ

とによって生じた損害は、寄託者の負担とする。 

 

 

（告知義務違反等による損害の負担） 

第３３条 寄託者が火災保険契約の効力に関して影響を

及ぼすような事項を告知せず若しくは不実の告知をし

たことによって生じた損害は、寄託者の負担とする。 
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新      標準倉庫寄託約款（乙） 
  (令和 8年国土交通省告示第三百五十一号) 

旧      標準倉庫寄託約款（乙） 
       （昭和３４年(1959年)１２月１４日 港倉第１８１号） 

(改正 昭和５６年(1981年)３月４日 港倉第１１号) 
解  説 

第八章 受寄物の損害賠償    第八章 受寄物の損害賠償  

 （責任の始期及び終期） 

第三十八条 当会社の受寄物に関する責任は、寄託者から

受寄物の引渡しを受けたときに始まり、受寄物の引渡し

をしたときに終わる。 

２ 当会社は、受寄物の引渡しをした後は、当該貨物が当会

社の構内に残存する場合であっても、その保管の責任を

負わない。 

 

（責任の始期及び終期） 

第３４条 当会社の受寄物に関する責任は、寄託者から受

寄物の引渡を受けたときに始まり、受寄物を引き渡した

ときに終る。 

２当会社は、受寄物を引き渡した後は、当該貨物が当会社

の構内に残存する場合であっても、その保管の責任を負

わない。 

 

 （賠償事由及び挙証責任） 

第三十九条 寄託者に対して当会社が賠償の責任を負う損

害は、当会社又はその使用人の故意又は重大な過失に

よって生じた場合に限る。 

２ 前項の場合に当会社に対して損害賠償を請求しようとす

る者は、その損害が当会社又はその使用人の故意又は

重大な過失によって生じたものであることを証明しなけ

ればならない。 

（賠償事由及び挙証責任） 

第３５条 寄託者に対して当会社が賠償の責任を負う損

害は、当会社又はその使用人の故意又は重大な過失によ

って生じた場合に限る。 

２ 前項の場合に当会社に対して損害賠償を請求しようとする

者は、その損害が当会社又はその使用人の故意又は重大

な過失によって生じたものであることを証明しなければな

らない。 

 

 （再寄託物の責任） 

第四十条 当会社は、第十八条の規定により他の倉庫業者

に受寄物を再寄託したときにおいても、この約款によっ

て、その受寄物に関して責任を負う。 

 

（再寄託物の責任） 

第３６条 当会社は、第１５条により他の倉庫業者に受寄

物を再寄託したときにおいても、この約款によって、そ

の受寄物に関して責任を負う。 

 

 

 （免責事項） 

第四十一条 次に掲げる損害については、当会社は、その責

任を負わない。 

一 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、気候の変遷、爆発、原

（免責事項） 

第３７条 次の損害については、当会社は、その責任を負

わない。 

(1)地震、津浪、高潮、大水、暴風雨、気候の変遷、爆発、

 

 

 

(1)に不可抗力事象として、原子力事故、サイバー攻撃、
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新      標準倉庫寄託約款（乙） 
  (令和 8年国土交通省告示第三百五十一号) 

旧      標準倉庫寄託約款（乙） 
       （昭和３４年(1959年)１２月１４日 港倉第１８１号） 

(改正 昭和５６年(1981年)３月４日 港倉第１１号) 
解  説 

子力事故、戦争、事変、暴動、サイバー攻撃、パンデミッ

ク、強盗、労働争議、そ害、虫害、貨物の性質若しくは欠

陥、荷造りの不完全、防疫その他の抗拒又は回避するこ

とのできない災厄、事故、命令、処置又は保全行為によっ

て直接と間接とを問わず生じた損害 

二 第三十五条の規定により決定された損害てん補額を超

える火災による損害及び寄託者の申し出によって火災保

険に付さなかった受寄物の火災による損害 

三 寄託者に対して行う引取りの請求に定めた期限後にお

いて当該受寄物について生じた損害 

 

戦争、事変、暴動、強盗、労働争議、そ害、虫害、貨物

の性質若しくは欠かん、荷造の不完全、徴発、防疫その

他抗拒又は回避することのできない災厄、事故、命令、

処置又は保全行為によって直接と間接とを問わず生じ

た損害 

(2)第３１条の規定により決定された損害てん補額こえる

火災による損害及び寄託者の申出によって火災保険に

付けなかった受寄物の火災による損害 

(3)寄託者に対して行う引取の請求に定めた期限後におい

て当該受寄物について生じた損害 

パンデミックを追加、挑発は削除 

 

 （内容不検査貨物に対する免責） 

第四十二条 当会社は、受寄物の内容を検査しないときに

は、その内容と寄託申込書、貨物受取書、入庫通知書そ

の他の当該受寄物に係る書面の記載内容との不一致に

ついては、責任を負わない。 

 

新設 （甲）約款においては受寄物の検査をしない時の証券記 

載内容と現品内容の不一致については、倉庫会社は免

責とされているが、本条の規定はこれを貨物受取書等に

援用した規定となる。ただし、不特定多数に流通する倉

荷証券と異なり第三者への効力を必要としないので、内

容不検査の表示または記載が寄託者の申込による旨の

表示は不要とした。 

 

（賠償額の算定） 

第四十三条 受寄物の滅失又は損傷による損害に対する当

会社の賠償金額は、損害発生当時の時価若しくは発生の

時期又はそのいずれもが不明であるときは、発見当時の

時価により損害の程度に応じて算定する。ただし、時価が

受寄物の火災保険金額又は寄託価額を超える場合は、

その保険金額又は寄託価額により損害の程度に応じて

（賠償額の算定） 

第３８条 受寄物の滅失又は損傷による損害に対する当

会社の賠償金額は、損害発生当時の時価、発生の時期が

不明であるときは、発見当時の時価により損害の程度に

応じて算定する。ただし、時価が受寄物の火災保険金額

又は寄託価額をこえる場合は、その保険金額又は寄託価

額により損害の程度に応じて算定する。 

 

旧約款第４２条で定める損害とは、受寄物の滅失または

損傷による損害、すなわち受寄物そのものの損害と、そ

れに起因する（相当因果関係にある）損害を含むと解さ

れており、その損害賠償額は受寄物の時価に基づくとし

ている。しかしながら、近年は滅失または損傷に起因する

ものではない誤出荷や作業遅延に基づく損害などについ
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新      標準倉庫寄託約款（乙） 
  (令和 8年国土交通省告示第三百五十一号) 

旧      標準倉庫寄託約款（乙） 
       （昭和３４年(1959年)１２月１４日 港倉第１８１号） 

(改正 昭和５６年(1981年)３月４日 港倉第１１号) 
解  説 

算定する。 

２ 前項以外の損害に対する当会社の賠償金額は、当該受

寄物に対する既発生料金の総額を限度とする。 

 

 

新設 

 

 

て、法外な賠償金額を請求されることがあることから、２

項を追加し、滅失・損傷に起因しない損害については、倉

庫会社が寄託契約の範囲内で収受しうるサービスの対

価を限度に賠償することとした。ちなみに、標準貨物自動

車運送約款においては、貨物が延着した場合の損害額

を「運賃、料金等の総額を限度とする。」と定めている。 

 

（損害受寄物に関する権利の取得） 

第四十四条 当会社が、滅失又は損傷した受寄物について、

寄託者が算定した滅失又は損傷前におけるその受寄物

の価額の全部を寄託者に賠償したときは、当会社は、寄

託者がその受寄物について有する一切の権利を取得す

る。 

２ 当会社は、前項に基づいて権利を取得した受寄物につい

て、売却、廃棄その他の任意の方法で処分することがで

きる。 

３ 寄託者は、前項の処分に関連して発生した費用につい

て、当会社に対して請求することができない。 

 

（損害受寄物に関する権利の取得） 

第３９条 当会社が損害を生じた受寄物についてその価

額の全部を支払ったときは、当会社は、寄託者がその受

寄物について有する一切の権利を取得する。 

 

 

新設 

 

 

新設 

民法 422 条は倉庫会社に価格の全部を賠償することで

損害賠償者の代位により受寄物について有する一切の

権利の取得を認めているが、本条はこれを注意的に規定

したものになる。 

しかし、実際の寄託者との関係においては、倉庫会社の

処分方法について寄託者から制限を受けることが多いこ

とから、２項を新設し、賠償者である倉庫会社が賠償によ

り権利を取得した場合は、その受寄物を任意に処分でき

ることを具体的に明示した。 

なお、第 47 条 2 項において、滅失、損傷以外の損害に

ついて、その賠償額をサービスの対価と定めたことから、

その額は価格の全部とは整合しないため、改正約款では

本条の対象を滅失又は損傷によるものに限定した。 

 

（引渡しによる責任の消滅） 

第四十五条 当会社は、寄託者（寄託者の代理人（受領に係

るものに限る。）を含む。）が留保しないで寄託物を受け

取った後は、保管料等の受領の有無にかかわらず、その

貨物の損害について責任を負わない。 

（引渡による責任の消滅） 

第４０条 当会社は、寄託者が留保しないで寄託物を受け

取った後は、その貨物の損害について責任を負わない。 

引渡しが寄託者の代理人たる運送会社である場合がほ

とんどである為、実状に合わせて受領代理人を追加し

た。また、商法 616 条の規定では倉庫事業者の責任の

消滅要件を寄託者または証券所持人が①留保しないで

寄託物を受け取ったこと。②保管料その他の費用を支払
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新      標準倉庫寄託約款（乙） 
  (令和 8年国土交通省告示第三百五十一号) 

旧      標準倉庫寄託約款（乙） 
       （昭和３４年(1959年)１２月１４日 港倉第１８１号） 

(改正 昭和５６年(1981年)３月４日 港倉第１１号) 
解  説 

 ったこと。③２週間以内に倉庫業者に対して通知を発しな

いこと。としているが、改正約款では②の要件が不要で

あることを明確に規程した。 

 

 （寄託者の賠償責任） 

第四十六条 寄託者は、第十条第四項の場合において、当

会社に与えた損害又は寄託物の性質若しくは欠陥により

生じた損害については、過失の有無にかかわらず、賠償

の責任を負わなければならない。 

 

（寄託者の賠償責任） 

第４１条 寄託者は、第８条第３項の場合当会社に与えた

損害又は寄託物の性質若しくは欠かんにより生じた損

害については、過失の有無にかかわらず、賠償の責任を

負わなければならない。 

 

（引取遅延による損害） 

第四十七条 寄託者が第十三条第二項により引き取るべき

貨物の引取りが遅れたために当会社が損害を受けたとき

は、寄託者は、その損害を賠償しなければならない。 

 

（引取遅延による損害） 

第４２条 寄託者が第１１条第２項により引き取るべき

貨物の引取が遅れたために当会社が損害を受けたとき

は、寄託者は、その損害を賠償しなければならない。 

 

 

（違約金） 

第四十八条 当会社が寄託の申込みを承諾した後に、寄託

申込者が約定の日に貨物を引き渡さなかったときは、寄

託者又は寄託申込者は、その日から引渡しのあった日ま

で又は予約の解除の日までの保管料相当額の損害金を

支払わなければならない。 

（違約金） 

第４３条 当会社が寄託の申込を承諾した後に寄託申込

者が約定の日に貨物を引き渡さなかったときは、寄託者

又は寄託申込者は、その日から引渡のあった日まで又は

契約の解除の日までの保管料相当額の損害金を支払わ

なければならない。 

 

第九章 保管料、荷役料、手数料等    第九章 保管料、荷役料、手数料等  

（料金の支払い） 

第四十九条 寄託者は、当会社が国土交通大臣に届け出た

倉庫保管料及び倉庫荷役料その他の営業に関する料金

を当会社の定めた日又は第二十条の保管期間満了の日

（料金の支払） 

第４４条寄託者は、当会社が運輸大臣に届け出た倉庫保管

料及び倉庫荷役料並びにその他の費用を当会社の定め

た日までに支払わなければならない。 
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新      標準倉庫寄託約款（乙） 
  (令和 8年国土交通省告示第三百五十一号) 

旧      標準倉庫寄託約款（乙） 
       （昭和３４年(1959年)１２月１４日 港倉第１８１号） 

(改正 昭和５６年(1981年)３月４日 港倉第１１号) 
解  説 

までに支払わなければならない。 

２ 寄託者が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに

期限の利益を喪失するとともに、全ての債務を直ちに当

会社へ支払わなければならない。 

一 第三者から差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競

売等の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受け

たとき。 

二 私的整理、会社更生、民事再生、破産、特別清算その他

の法的整理手続開始の申立てを受け、又は自らこれらの

申立てをしたとき。 

三 自ら振出し又は引き受けた手形若しくは小切手の不渡り

が発生したとき。 

四 支払停止又は支払不能の状況に至る等、財産状態が悪

化し、又はそのおそれがあると認められるとき。 

五 事業の全部又は重要な事業の一部を廃止したとき。 

六 合併によらないで解散したとき。 

七 本約款の規定に著しく違反したとき（本約款の規定に違

反し、当会社からの催告がなされても相当期間内に違反

が解消されないときを含む。）。 

八 寄託物を全量出庫しようとするとき。 

 

 

新設 

 

 

２ 寄託者は、証書若しくは通帳の発行、分割又は書換を

請求するときは、当会社が運輸大臣に届け出た手数料を

支払わなければならない。 

寄託者の経営悪化など支払いが困難になることなどに備

えて、期限の利益喪失条項を追加した。 

 

 

旧第２項は旧第 13条から証書、通帳が削除されたことに

伴い削除された。 

 

 （延滞金） 

第五十条 寄託者は、当会社が定めた日までに前条の料金

を支払わないときは、その日の翌日から支払いのあった

日までの年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した

延滞金を支払わなければならない。 

 

（延滞金） 

第４５条 寄託者は、当会社が定めた日までに前条の料金

を支払わないときは、その日の翌日から支払のあった日

までの日歩４銭の延滞金を支払わなければならない。 
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新      標準倉庫寄託約款（乙） 
  (令和 8年国土交通省告示第三百五十一号) 

旧      標準倉庫寄託約款（乙） 
       （昭和３４年(1959年)１２月１４日 港倉第１８１号） 

(改正 昭和５６年(1981年)３月４日 港倉第１１号) 
解  説 

 （料金の変更） 

第五十一条 当会社は、料金を変更したときは、変更された

日の属する期から、新料金により請求する。 

 

（料金の変更） 

第４６条 当会社は、届出料金を変更したときは、変更さ

れた日の属する期から、新料金により請求する。 

 

 （滅失受寄物の料金の負担） 

第五十二条 当会社は、受寄物が滅失したときは、滅失し

たときまでの料金を寄託者に請求することができる。ただ

し、当会社の責に帰すべき事由により滅失した場合にお

いては、当該保管期間に係る料金については、この限り

でない。 

 

（滅失受寄物の料金の負担）  

第４７条 当会社は、受寄物が滅失したときは、滅失した

ときまでの料金を寄託者に請求することができる。ただ

し、当会社の責に帰すべき事由により滅失した場合にお

いては、当該保管期間に係る料金については、この限り

でない。 

 

 

 

 

 

特 約 条 項 特 約 条 項  

当会社は、保税蔵置場に保管される受寄物についての寄

託、寄託の予約及びこれらに関連する契約に関しては、

次の条項及び関税法（昭和二十九年法律第六十一号）の

規定によるほか、倉庫寄託約款を適用する。 

 

当会社は、保税を目的とする倉庫に保管される受寄物につ

いての寄託、寄託の予約及びこれらに関連する契約に関

しては、次の条項及び関税法の規定によるほか、倉庫寄

託約款を適用する。 

 

 （寄託に関する提出書類） 

第一条 寄託者は、外国貨物の寄託申込書には、所要の記

載事項のほかに、積載船舶の名称及びその国籍並びに

入庫の際における貨物の検査の要否を記載しなければな

らない。 

 

（寄託に関する提出書類） 

第１条 寄託者は、外国貨物の寄託申込書には、所要の記

載事項のほかに、積載船舶の名称及びその国籍並びに入

庫の際における貨物の検査の要否を記載しなければな

らない。 

 



 

 

２０２６/０3/10掲載（日本倉庫協会） 

23 

 

新      標準倉庫寄託約款（乙） 
  (令和 8年国土交通省告示第三百五十一号) 

旧      標準倉庫寄託約款（乙） 
       （昭和３４年(1959年)１２月１４日 港倉第１８１号） 

(改正 昭和５６年(1981年)３月４日 港倉第１１号) 
解  説 

 

 （入庫、見本の摘出、内容の点検、出庫等） 

第二条 寄託者は、次の各号に掲げる場合には、税関長の

承認書又は許可書を当会社に提出しなければならない。 

一 保税蔵置場に外国貨物を入庫するとき。 

二 外国貨物の見本の摘出、内容の点検、改装、仕分その他

の手入れ又は保存に必要な行為をするとき。 

三 外国貨物を保税蔵置場から出庫するとき。 

四 日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律

第百七十八号）に規定する休日又はこれらの日以外の日

の税関執務時間外において外国貨物の取扱いを要する

とき。 

２ 前項の規定は、輸入の許可を受けた貨物又は輸出しよう

とする貨物について準用する。 

３ 前二項において、受寄物の入庫、出庫その他の取扱いに

ついて必要な手続は、寄託者において行うものとする。 

 

（入庫、見本の摘出、内容の点検、出庫等） 

第２条 寄託者は、次の各号にかかげる場合には、税関長

の承認書又は許可書を当会社に提出しなければならな

い。 

(1)保税倉庫に外国貨物を入庫するとき。 

(2)外国貨物の見本の摘出、内容の点検、改装、仕分その他

の手入又は保存に必要な行為をするとき。 

(3)外国貨物を保税倉庫から出庫するとき。 

(4)日曜日、休日又はこれらの日以外の日の税関執務時間

外において外国貨物の取扱を要するとき。 

 

2 前項の規定は、輸入の許可を受けた貨物又は輸出しよう

とする貨物について準用する。 

3 前二項において、受寄物の入庫、出庫その他の取扱につ

いて必要な手続は、寄託者において行なうものとする。 

 

 

 （保管期間） 

第三条 当会社は、寄託を受けた外国貨物の保管期間が法

定蔵置期間を超える寄託者からの保税蔵置期間の延長

請求に対しては、これを拒絶することができる。 

（保管期間） 

第３条 当会社は、寄託を受けた外国貨物の保管期間が法

定蔵置期間をこえる寄託者の請求に対しては、これを拒

絶することができる。 

 

 （輸入手続完了後の受寄物） 

第四条 寄託者は、外国貨物の輸入手続を完了したときは、

遅滞なく寄託物を引き取らなければならない。 

２ 当会社は、前項により引取りがなされないときは、寄託者

の費用で受寄物を保税を目的としない倉庫に倉移しをす

（輸入手続完了後の受寄物） 

第４条 寄託者は、外国貨物の輸入手続を完了したとき

は、遅滞なく寄託物を引き取らなければならない。 

2 当会社は、前項により引取がなされないときは、寄託者

の費用で受寄物を保税を目的としない倉庫に倉移しを
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ることができる。 

３ 当会社は、第一項により引取りがなされないときは、寄託

者に通知して受寄物の寄託価額を変更することができ

る。 

 

することができる。 

3 当会社は、第１項により引取がなされないときは、寄託

者に通知して受寄物の寄託価額を変更することができ

る。 

 （収容貨物の料金） 

第五条 寄託者は、寄託物が収容されたときは、当該寄託物

に関する保管料、荷役料、立替金その他の費用及びこれ

らに対する延滞金を遅滞なく当会社に支払わなければな

らない。 

 

（収容貨物の料金） 

第５条 寄託者は、寄託物が収容されたときは、当該寄託

物に関する保管料、荷役料、立替金、延滞金その他の費

用を遅滞なく当会社に支払わなければならない。 

  

 

 （収容貨物の公売等） 

第六条 収容された受寄物が公売又は随意売却に付された

場合において、その代金が法定費用に充てられた後残金

のあるときは、当会社は、その残金から保管料、荷役料、

立替金その他の費用及びこれらに対する延滞金の支払

いを受け、なお不足があるときは、寄託者に請求する。 

２ 前項の規定は、当会社が寄託者に対し直接に債権の全

額の請求をすることを妨げない。 

 

 

（収容貨物の公売等） 

第６条 収容された受寄物が公売又は随意売却に付され

た場合において、その代金が法定費用に充てられた後残

金のあるときは、当会社は、その残金から保管料、荷役

料、立替金その他の費用及びこれらに対する延滞金の支

払を受け、なお不足があるときは、寄託者に請求する。 

２ 前項の規定は、当会社が寄託者に対し直接に債権の全

額の請求をすることをさまたげない。 

 

（収容解除手続） 

第七条 寄託者は、収容貨物の解除を申請しようとするとき

は、あらかじめ当会社の承諾を受けなければならない。 

 

 

（収容解除手続） 

第７条 寄託者は、収容貨物の解除を申請しようとすると

きは、あらかじめ当会社の承諾を受けなければならな

い。 
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（関税の提供） 

第八条 寄託物が亡失し、又は滅却されても関税の納付を

要するときは、寄託者は、遅滞なく当該寄託物に対する関

税に相当する金額を当会社に提供しなければならない。た

だし、当会社の責に帰すべき事由により受寄物が亡失し、

又は滅却されたときは、提供を受けた金額を返還する。 

 

（関税の提供） 

第８条 寄託物が亡失し、又は滅却されても関税の納付を

要するときは、寄託者は、遅滞なく当該寄託物に対する

関税に相当する金額を当会社に提供しなければならな

い。ただし、当会社の責に帰すべき事由により受寄物が

亡失し又は滅却されたときは、提供を受けた金額を返還

する。 

 

（延滞金） 

第九条 寄託者が前条に規定する提供を怠った場合におい

て、当会社が寄託者の負担すべき関税を納付したとき

は、納付の日から年十四・六パーセントの割合を乗じて計

算した利息を請求する。 

 

（延滞金） 

第９条 寄託者が前条に規定する提供を怠った場合にお

いて、当会社が寄託者の負担すべき関税を納付したとき

は、納付の日から日歩４銭の利息を請求する。 

 

（免責事項） 

第十条 当会社は、次の損害については、責任を負わない。 

一 税関が行う検査、収容その他の税関が行う措置により受

寄物に関し生じた損害 

二 税関の収容後、公売その他の諸手続により寄託者の受

けることのある損害 

 

（免責事項） 

第１０条 当会社は、次の損害については、責任を負わな

い。 

(1)税関が行なう検査、収容その他の措置により受寄物に

関し生じた損害 

(2)税関の収容後、公売その他諸手続により寄託者の受け

ることのある損害 

  

 

 


